
STEP3 【管理者】電子申請を行います

e-Gov電子申請

マイナポータル電子申請

PDF帳票

[②申請枠の作成～届出書作成を行う]で確定すると、PDF帳票出力、e-Gov電子申請、
マイナポータル電子申請が可能となります。「手続き編集」ボタンを押下すると、確定を解除し、
再度修正可能となります。(「手続き編集」ボタンを押下する場合、必ず「電子申請」ボタンを押下する前に押下してください)

③電子申請を行う
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PDFレイアウトは協会けんぽのものとなります。
(健康保険組合毎にレイアウトが異なる為)

[年金事務所提出申請書]から出力したPDFでは項目①に
[被保険者整理番号]を出力していますが、
[健康保険組合提出申請書]から出力したPDFでは項目①に
[被保険者証番号]を出力します。



STEP3 【管理者】電子申請を行います

【e-Gov電子申請時】
電子申請前の最終確認画面が表示されます。
内容に問題がなければ「電子申請」ボタンを押下すると、電子申請されます。

③電子申請を行う
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STEP3 【管理者】電子申請を行います

【e-Gov電子申請時】
電子申請後、全てのe-Gov電子申請データが一覧表示されます。
e-Gov側の状況、エラー有無、公文書等をe-AMANO上で確認・取得できます。
左側のメニューで[e-Gov電子申請]→[申請状況一覧]選択時も同様の画面が表示されます。
「申請状況」欄にて、電子申請書の現在の状況を確認できます。ステータスの内容は以下のURLをご確認ください。
https://www.tis.amano.co.jp/e-amano/pdf/manual/electronicapplication/electronicapplication_2.pdf

③電子申請を行う
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STEP3 【管理者】電子申請を行います

【マイナポータル電子申請時】
電子申請前の最終確認画面が表示されます。
内容に問題がなければ「電子申請」ボタンを押下すると、電子申請されます。

③電子申請を行う
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STEP3 【管理者】電子申請を行います

【マイナポータル電子申請時】
電子申請後、全てのマイナポータル電子申請データが一覧表示されます。
マイナポータル側の状況、エラー有無、公文書等をe-AMANO上で確認・取得できます。
左側のメニューで[マイナポータル電子申請]→[申請状況一覧]選択時も同様の画面が表示されます。

③電子申請を行う
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注意!
マイナポータル側の仕様で、申請内容に間違いがあっても再申請する事ができません。
その場合、[マイナポータル電子申請]-[申請状況一覧]で対象の届書の[詳細]ボタンを押下し、画面下部の[再申請]ボタンを押下する事で、
既存の申請書をコピーした、新たな電子申請の下書きデータを作成します。(申請状況が終了のものに限ります)
その新たな電子申請データを基に、エラー箇所を修正し、[電子申請]ボタンを押下することで、マイナポータル電子申請をしてください。

なお、その際にCSVファイルを再インポートしたり、対象従業員の追加削除はできません。
CSVファイルの再インポートや、対象従業員の追加削除を行う場合は、大変お手数ですが、申請枠を一度削除し、再度手続きを行って頂く
必要があります。
詳細は下記をご確認ください。
https://www.tis.amano.co.jp/e-amano/pdf/manual/electronicapplication/electronicapplication_5.pdf



STEP3 【管理者】電子申請を行います

【マイナポータル電子申請時】
「申請状況」欄にて、電子申請書の現在の状況を確認できます。

③電子申請を行う
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ステータス 内容

未送信 e-AMANOから送られていない状態

送信待ち マイナポータルサイトへは送られているが、健康保険組合へ未送信の状態

処理中 健康保険組合へ送られて処理がされている状態

終了 健康保険組合側の処理が完了している状態

要再申請(補正可) 未使用

要ダウンロード 未使用

取下げ済み 取下げ処理が正常処理されている状態

納付待ち 未使用

要再申請(補正不可) 申請内容に不備があり、再申請しなくてはいけない状態

要確認(取下げ不可) 未使用

取下げ処理中 取下げ申請がされている状態(取下げられるかは不明)


